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1.5ṹ 2030 「半減以下」

地球温暖化対策計画書制度

○気候変動対策
方針策定

キャップ＆トレード制度

CO2CO2

・・・

【第四計画期間】

2050 「実質ゼロ」

脱炭素社会を見据えた
省エネの更なる深掘りと
再エネ利用拡大を促進

Ḳ2000 25Ṿ
Ḳ2000 30Ṿ

Ḳ2000 50％削減
Ḳ2000 50％削減

Ḳ50％程度

省エネ＆再エネ

CO2 脱炭素社会の実現に向け、 省エネと
再エネ利用拡大の両輪でCO2削減を推進

再エネ自家消費
再エネクレジット

低炭素電力選択の仕組み
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再エネ自家消費
再エネクレジット

低炭素電力選択の
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再エネ利用による排出量削減効果をより反映

再エネ自家消費
再エネクレジット

将来の望ましい姿
（イメージ）

Ṯ2020 ṯ Ṯ2030 ṯ Ṯ2050 ṯ
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再エネ調達手法の多様化に対応
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● 「キャップ＆トレード制度の取組イメージ」

１ー１．制度概要
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毎年度、地球温暖化対策計画書の作成・公表
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● 第四計画期間における制度の主な流れ（第三計画期間と同様）

１－１．制度概要
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● 超過削減量
( )

● 都内中小クレジットṕ Ṗ

● 再エネクレジットṕ Ṗ
ṕ Ṗ

● 都外クレジットṕ Ṗ

● 埼玉連携クレジットṕ Ṗ

【省エネ対策】
○ ṕ Ṗ

【再エネ等の利用】
Ẇ ṕ Ṗ

1. 自らで削減

２. 排出量取引

３. 第三計画期間からのバンキング

ẑ 

ṕ Ṗ

● 第四計画期間における排出量削減の手法

１－１．制度概要
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要件

1,000kL

ễ 1,500kL

1/2

ṕ Ṗ

１－２．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

● ṕ Ṗ

ü 3

分類 要件

指定 原油換算で年間合計1,500kL以上

特定 ễ 原油換算で年間合計1,500kL以上 ṕ削減義務ありṖ

指定相当
原油換算で年間合計1,500kL以上

2 1 ṕ削減義務なしṖ

● ṕ Ṗ

ü ệ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ
*

*
*

1,000kL
5,000m 2

ẑ
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ẑ
1,500kL

YES

ẑ

１－２ ．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

● ṕ Ṗ

ü ṕ Ṗ
ṕ Ṗ
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CO2

טּ

CO2
CO2

︡

CO2

ṕCH4 N2O HFC
PFC, SF6, NF3Ṗ

N2O

ṕ Ṗ

ṕ ṖṕScopeể Ṗ

ṕ ṖṕScopeỄṖ

ẑ

ẑ

１－２ ．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

ü 総量削減義務の対象を東京都内での排出割合の高い化石燃料由来のCO2とする

ü原油換算エネルギー使用量の算定対象についても、第三計画期間と同様に「化石燃料、電気及び熱」とする。

● 原油換算エネルギー使用量の算定対象とするエネルギー

ẑ 
ṕ Ṗ
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燃料等使用量
（原油、石炭、熱、電気等） 単位発熱量等

GJ/単位（t,kWh,m3）
※燃料等の種類ごとに規定

熱量（GJ)
0.0258kL/GJ

※固定値

原油換算エネルギー使用量
（ｋL)

改正省エネ法で定める
「一次エネルギー換算係数」と「単位発熱量」へ変更

変更なし

A 1,000 KL

A Ṭ1,000 KL ú38.9 GJ/KL ú0.0258 KL/GJ = 1,003 .6KL

ẑ 1,500 KL
13p

１－２ ．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

● ṕ Ṗ

ü

ü 「一次エネルギー換算係数」と「単位発熱量」は改正省エネ法の
値に第四計画期間から変更

11



要件

前年度まで３か年度連続して、燃料、熱、電気の使用量が
原油換算で年間合計1,500kL以上となった事業所

原油換算エネルギー使用量が前年度まで３か年度連続して
1,500kL未満

1,450kL

1,600kL

1,450kL1,450kL

2023

３か年度連続
1,500kL未満

【指定（特定）・指定取消要件確認に使用する原油換算エネルギー使用量の考え方】

1,600kL

2024 2025 2026 2027 2028

一次エネルギー換算係数と単位発熱量の変更

ṕ
Ṗ

ễ 1,500kL再計算しない

ẑ 
1,500kL

１－２ ．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

● ṕ Ṗḱ וֹףּ ṇ ṕ Ṗ

ü ṕ Ṗ

19

ü計画期間をまたいで右図の要件を
確認する場合、原油換算エネルギー
使用量は各計画期間の方法で算定
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単位 単位

kL 38.2 ṙGJ/kLṚ kL 38.3 ṙGJ/kLṚ

kL 35.3 ṙGJ/kLṚ kL 34.8 ṙGJ/kLṚ

kL 34.6 ṙGJ/kLṚ kL 33.4 ṙGJ/kLṚ

kL 33.6 ṙGJ/kLṚ kL 33.3 ṙGJ/kLṚ

kL 36.7 ṙGJ/kLṚ kL 36.5 ṙGJ/kLṚ

kL 37.7 ṙGJ/kLṚ kL 38.0 ṙGJ/kLṚ

kL 39.1 ṙGJ/kLṚ kL 38.9 ṙGJ/kLṚ

kL 41.9 ṙGJ/kLṚ kL 41.8 ṙGJ/kLṚ

kL ṙGJ/kLṚ kL 40.2 ṙGJ/kLṚ

t 40.9 ṙGJ/tṚ t 40.0 ṙGJ/tṚ

t 29.9 ṙGJ/tṚ t 34.1 ṙGJ/tṚ

ṕLPGṖ t 50.8 ṙGJ/tṚ t 50.1 ṙGJ/tṚ

Nm3 44.9 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 46.1 ṙGJ/ m3Ṛ

ṕLNGṖ t 54.6 ṙGJ/tṚ t 54.7 ṙGJ/tṚ

Nm3 43.5 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 38.4 ṙGJ/ m3Ṛ

t 29 ṙGJ/tṚ t ṙGJ/tṚ

t ṙGJ/tṚ t 28.7 ṙGJ/tṚ

t ṙGJ/tṚ t 28.9 ṙGJ/tṚ

t ṙGJ/tṚ t 28.3 ṙGJ/tṚ

t 25.7 ṙGJ/tṚ t ṙGJ/tṚ

t ṙGJ/tṚ t 26.1 ṙGJ/tṚ

t ṙGJ/tṚ t 24.2 ṙGJ/tṚ

t 26.9 ṙGJ/tṚ t 27.8 ṙGJ/tṚ

t 29.4 ṙGJ/tṚ t 29 ṙGJ/tṚ

t 37.3 ṙGJ/tṚ t 37.3 ṙGJ/tṚ

Nm3 21.1 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 18.4 ṙGJ/ m3Ṛ

Nm3 3.41 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 3.23 ṙGJ/ m3Ṛ

Nm3 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 3.45 ṙGJ/ m3Ṛ

Nm3 8.41 ṙGJ/ Nm3Ṛ m3 7.53 ṙGJ/ m3Ṛ

kL 36.7 ṙGJ/kLṚ kL 36.3 ṙGJ/kLṚ

B C

FCC

A

燃料の種類
第三 計画期間 第四計画期間

単位発熱量 単位発熱量

ṕNGLṖ

ṕ Ṗ

ṕ8 Ṍ22 Ṗ 9.97 [GJ/ kWh]

ṕ22 Ṍ 8 Ṗ 9.28 [GJ/ kWh]

9.76 [GJ/ kWh]

9.76 [GJ/ kWh]

1.02 [GJ/GJ] 1.17 [GJ/GJ]

1.36 [GJ/GJ] 1.19 [GJ/GJ]

1.36 [GJ/GJ] 1.19 [GJ/GJ]

1.36 [GJ/GJ] 1.19 [GJ/GJ]

[GJ/ kWh]

第四計画期間
区分種類

一次エネルギー換算係数

第三計画期間

8.64

ü ṕ Ṗ
ü

ṕ Ṗ
ü

8.64GJ/ kWh
ü Nm3

１－２ ．制度対象となる事業所及び算定対象活動について

● ṇ ︣ ṡ ṇ Ṣ ṡ Ṣ
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１－３．年度排出量の算定方法について

●

ü

ü

ü

● 年度 ṕ Ṗ

ü 「実排出係数」（事業所で実際に契約する電気・熱・都市ガスの排出係数）を使用

ü 低炭素電力・熱の
仕組みと高効率コージェネレーションの電気・熱の受入の仕組みについては、「実排出係数」での算定に移行

ü 自らの事業所内に設置した再エネ発電設備で発電した電気を
当該事業所内で使用（自家消費）した場合、排出量の算定において、その削減効果を1.5倍換算することを廃止

15



ṕ Ṗ

供給元

PPA

CGS

G

H
ṕ Ṗ

供給元

CGS

É ṕPPA Ṗ

供給先

É LPG

É 再エネ由来の証書

ü 供給された電気の使用量と
実排出係数の把握

ü 供給された都市ガスの使用量と
実排出係数の把握

ü 供給された熱の使用量と
実排出係数の把握

ü 事業所内で使用した燃料の使用量の把握

ü 事業所の年度排出量に充当した
再エネ由来証書の環境価値量の
把握

ü 事業所内で使用した再エネ量
（電気・熱）の把握（義務）

ü 環境価値を移転した再エネ量

ẑ

ü 外部供給した電気の供給量と
外部供給係数の把握

ẑ

ü 外部供給した熱の供給量と
外部供給係数の把握

ü 算定から除外した燃料等の供給量と
実排出係数の把握

ẁ
ṕ
1.5 Ṗ

ẑ 

ẁ

１－３．年度排出量の算定方法について

● ṕ Ṗ

16



該当箇所 改正後 改正前

5 25
ẑ 

ṕ
Ṗ

三 特定温室効果ガス年度排出量の削減に用いた再生可能
エネルギーを変換して得られる電気及び熱の量ṕ

Ṗ

ṕ ṕ

Ṗ
Ṗ

ṕ
Ṗ

ẑ 特定計量器での把握が原則（特定計量器以外で把握した場合は、保守的算定）

・ 購買伝票等での把握が原則

・ 電気・熱の使用量に再エネ比率を乗じて算定

・ 証書に記載の電気・熱の量に、電気・熱の排出係数を乗じて算定

ẑ

● 再エネ利用状況の把握（第四計画期間）

ü 事業所で削減に用いた再エネ電気・熱の量を把握することを義務化し、事業所における
エネルギー（電気・都市ガス・熱）ごとの再エネ利用割合を報告・公表する仕組みを導入

１－３．年度排出量の算定方法について

ü

17



《計測できていない再エネ利用の取り扱いについて》

ü

ü

ü 事業所内に常設している再エネ設備の設置状況を把握し、計測できている再エネ設備の電気・熱の利用量を
把握する

ü

１－３．年度排出量の算定方法について

18

《事業所外に供給している再エネ利用量の取り扱いについて》

ü

ü事業所外に供給した再エネ利用量は、計測できている再エネ利用量のデータを用いて算定する



熱量（GJ) 排出係数
t-CO2/GJ

※燃料等の種類ごとに規定

特定温室効果
ガス排出量
（t-CO2)

単位発熱量
GJ/単位（t,kWh）

※燃料等の種類ごとに規定

ṕ Ṗ

再エネ由来証書
（t-CO2)

改正省エネ法で定める
単位発熱量へ変更

温対法で定める排出係数へ変更
電気・熱・都市ガスについては、

「実排出係数」へ変更

再エネ由来の証書が持つ環境価値
を直接控除できる仕組みへ変更

ẑ 
ẑ 

１－３．年度排出量の算定方法について

● 年度排出量 ṕ Ṗ

ü 改正省エネ法で定める単位発熱量へ変更

ü 温対法で定める排出係数へ変更 「実排出係数」を使用

ü 再エネ由来の証書（グリーン電力・熱証書及び非化石証書）の
環境価値を控除可能

A 1,000 KL

A Ṭ1,000 KL ú38.9 GJ/KL úú0.0193 t-C/GJ ú44 / 12 = 2,752 .8 t-CO2

ẑ
25p

燃料等使用量
（原油、石炭、熱、電気

等）

19



電気・熱・都市ガス
使用量の把握

使用する排出係数
の把握

特定温室効果ガス
排出量の算定

（t-CO2)

第三計画期間同様に
購買伝票等で使用量を把握

・東京都が公表する排出係数の確認
・第三者認証のないバイオマス燃料の
使用の有無を確認

ẑ

東京都環境局HP

電気事業者名 排出係数
メニュー別
排出係数

ẇẇ 0.400

ẎẎ 0.390 A
0.250

B
0.00

ẌẌ 0.350 A
0.01

電気事業者別排出係数

１－３．年度排出量の算定方法について

● 年度排出量算定で使用する排出係数（電気・熱・都市ガスの実排出係数）（第三計画期間から変更あり）

ü 東京都が公表する排出係数※を使用
（都市ガスは原則として国が公表する排出係数を使用）Ṗ

ü 電気のメニュー別及び都市ガスの排出係数については算定年度の
排出係数を使用ṕ (2025 ) 2024年度より開始Ṗ

ü 持続可能性が担保されていることが書面等で確認できない
バイオマス燃料で発電等した電気・熱や環境価値を移転した電気・熱は、「都内平均排出係数」を使用して排出量に加算

20



【第三計画期間の電気の排出係数イメージ】 【第四計画期間の電気の排出係数イメージ】

１－３．年度排出量の算定方法について

《実排出係数とは（例：電気）》 （第三計画期間から変更あり）

ü ṕt-CO2/ kWhṖ ṕt-CO2Ṗ
ṕ kWhṖ

ü ṕ Ṗ
ṕ Ṗ

ü ṕ0.489 t -CO2/ kWhṖ 第四計画期間から、電気供給事業者別の
排出係数（実排出係数）を使用して排出量を算定する。

21



１－３．年度排出量の算定方法について

《メニュー別排出係数とは》

ü ṕ
Ṗ 再生可能エネルギーの利用や再エネ由来のクレジット又は証書により、電気等の使用に伴う二酸化炭素排出量

を低減した排出係数

ü 時間帯別契約や高圧契約等の契約を指すものではない。

22

Ḳ ṕ 6 Ṗ

ẑ 残差メニューの排出係数は、都制度では使用しない。

ẑ

ẑ

ṕhttps://ghg -santeikohyo.env.go.jp/calc Ṗ

【メニュー別排出係数の例】

基礎排出係数

(t-CO2/kWh)

A0002 )☻◒♇꜠כ▬ ) 0.000483 0.000441β 100.00

A0003 ꜞ◄☻Ɽ꞉כ( ) 0.000463 0.000000 100.00

ⱷ♬ꜙכA 0.000000

ⱷ♬ꜙכB( ) 0.000437

( ) 0.000436

ⱷ♬ꜙכA 0.000000

ⱷ♬ꜙכB( ) 0.000441

( ) 0.000392

A0007 ( ) ►▬fi◓☼ 0.000257 0.000372 100.00

A0008 ( ꜟ☿כ▬( 0.000481 0.000426

ⱷ♬ꜙכA 0.000000

ⱷ♬ꜙכB 0.000000

ⱷ♬ꜙכC 0.000300

ⱷ♬ꜙכD 0.000349

ⱷ♬ꜙכE 0.000370

ⱷ♬ꜙכF( ) 0.000367

( ) 0.000325

ⱷ♬ꜙכA 0.000000

ⱷ♬ꜙכB( ) 0.000418

( ) 0.000417

ⱷ♬ꜙכA 0.000000

ⱷ♬ꜙכB 0.000000

ⱷ♬ꜙכC 0.000199

ⱷ♬ꜙכD( ) 0.000476

( ) 0.000470

⅜ ─ ⅛╠─
─√╘

(t-CO2/kWh)

【小売電気事業者】

登録番号 電気事業者名
調整後排出係数 各事業者の把

握率(%)
把握できなかった理由

A0004 ◄Ᵽכꜞ◓כfiהꜞ♥▬ꜞfi◓( ) 0.000492

A0006 ◄Ᵽכꜞ◓כfiהⱴכ◔♥▫fi◓( ) 0.000354 34.52
⅜ ─ ⅛╠─
─√╘

A0011 ( ) 0.000408 100.00

A0012 ( ) 0.000302 96.90

A0009 ( )◄Ⱡ♇♩ 0.000405 92.19
⅜ ─ ⅛╠─
─√╘



１－３．年度排出量の算定方法について

《電気・熱・都市ガスの排出係数の確認方法》

ẑể &

HP ṕ Ṗ

ẑỄ

ẑễ ṕ Ṗ

23

把握方法 概要

公表値※１

報告書兼
同意書※2

ṕ Ṗ

自己算定※３

ṕ Ṗ

ü ễ



１－３．年度排出量の算定方法について

《電気のメニュー別排出係数を使用した場合の計画書提出時期》

ü 地球温暖化対策計画書の提出期限を
2月末日とするṕẑ Ṗ

24ẑ 

※ ※

※

前年度
計画書提出年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ṇ

Ṇ

※メニュー別排出
係数を使用しない

11
Ṇ

※メニュー別排出
係数を使用する

計画書
２月末提出

〇

メニュー別電気排出係数公表

Ṇ
メニュー別排出係数を使用

している事業所に限り
提出時期を遅らせる計画書・特算書作成

排出量算定 検証

燃料等把握 検証（燃料等使用量）

計画書・特算書作成 計画書・特算書作成

排出量算定 検証（排出量）



単位 単位

kL 0.0187 ṙt-C/GJṚkL 0.0190 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0184 ṙt-C/GJṚkL 0.0183 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0183 ṙt-C/GJṚkL 0.0187 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0182 ṙt-C/GJṚkL 0.0186 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0185 ṙt-C/GJṚkL 0.0187 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0187 ṙt-C/GJṚkL 0.0188 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0189 ṙt-C/GJṚkL 0.0193 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0195 ṙt-C/GJṚkL 0.0202 ṙt-C/GJṚ

kL ṙt-C/GJṚkL 0.0199 ṙt-C/GJṚ

t 0.0208 ṙt-C/GJṚt 0.0204 ṙt-C/GJṚ

t 0.0254 ṙt-C/GJṚt 0.0245 ṙt-C/GJṚ

ṕLPGṖ t 0.0161 ṙt-C/GJṚt 0.0163 ṙt-C/GJṚ

Nm3 0.0142 ṙt-C/GJṚm3 0.0144 ṙt-C/GJṚ

ṕLNGṖ t 0.0135 ṙt-C/GJṚt 0.0139 ṙt-C/GJṚ

Nm3 0.0139 ṙt-C/GJṚm3 0.0139 ṙt-C/GJṚ

t 0.0245 ṙt-C/GJṚt ṙt-C/GJṚ

t ṙt-C/GJṚt 0.0246 ṙt-C/GJṚ

t ṙt-C/GJṚt 0.0245 ṙt-C/GJṚ

t ṙt-C/GJṚt 0.0251 ṙt-C/GJṚ

t 0.0247 ṙt-C/GJṚt ṙt-C/GJṚ

t ṙt-C/GJṚt 0.0243 ṙt-C/GJṚ

t ṙt-C/GJṚt 0.0242 ṙt-C/GJṚ

t 0.0255 ṙt-C/GJṚt 0.0259 ṙt-C/GJṚ

t 0.0294 ṙt-C/GJṚt 0.0299 ṙt-C/GJṚ

t 0.0209 ṙt-C/GJṚt 0.0209 ṙt-C/GJṚ

Nm3 0.011 ṙt-C/GJṚm3 0.0109 ṙt-C/GJṚ

Nm3 0.0263 ṙt-C/GJṚm3 0.0264 ṙt-C/GJṚ

Nm3 ṙt-C/GJṚm3 0.0264 ṙt-C/GJṚ

Nm3 0.0384 ṙt-C/GJṚm3 0.042 ṙt-C/GJṚ

kL 0.0183 ṙt-C/GJṚkL 0.0186 ṙt-C/GJṚ

ṕNGLṖ

ṕ Ṗ

A

B C

FCC

燃料の種類
第三計画期間 第四計画期間

排出係数 排出係数

１－３．年度排出量の算定方法について

● 年度排出量算定で使用する排出係数（電気・熱・都市ガス以外の排出係数）

ü

ṕ ṖṖ

ü ṕ Ṗ
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ẑ 

ẑ 

燃料等使用量
（原油、石炭、熱、電気等）

熱量（GJ) 排出係数
t-CO2/GJ

※燃料等の種類ごとに規定

特定温室効果
ガス排出量
（t-CO2)

単位発熱量等
GJ/単位（t,kWh）

※燃料等の種類ごとに規定

再エネ由来証書
（t-CO2)

認証電力・熱量×都内平均排出係数燃料等使用量からは認証電力・熱量を控除しない

ẑ PPAṕ Ṗ

１－３．年度排出量の算定方法について

● 再エネ由来証書の控除量の算定（第三計画期間から変更あり）

ü CO2削減効果を年度排出量から直接控除できる。Ṗ

ü グリーン電力・熱証書
非化石証書（FIT非化石証書及び非FIT非化石証書（再エネ指定））

ü CO2 認証電力・熱量に「都内平均排出係数」を乗じて算定

26



１．第四計画期間に適用する改正事項等

27

１－１. 制度概要（スライド4）

１－２. 制度対象となる事業所及び算定対象活動について（スライド8）

１－３. 年度排出量の算定方法について（スライド15）

１－４. 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について（スライド28）

１－５. その他ガス排出量の算定方法について（スライド40）

１－６. 基準排出量について（スライド42）

１－７. 削減義務率について（スライド48）

１－８. トップレベル事業所認定の仕組みについて（スライド54）

１－９. 義務履行手段等について（スライド59）

１－10.特定テナント等事業者の評価制度について（スライド64）

１－11.計画書等における報告・公表内容の拡充について（スライド67）



１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について

● 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法（第三計画期間から変更あり）

28

ü

ü 再エネ利用の監視点

シート名 項 目 概 要 第三計画期間からの変更

ể
ểḰ

ỄṕểṖ

Ễ
ỄṕỄṖ 再エネ利用の監視点 記入事項に

変更あり

ễ

Ệ
再エネ利用の監視点

再エネの種類を記載する列を追加
燃料等の種類のプルダウンを変更



 (4)⁷

◄ Ⱡ ─

1 ◄Ⱡꜟ◑כ─ _

2 ◄Ⱡꜟ◑כ─ _ ┘ Ᵽ▬○ⱴ☻

3 ◄Ⱡꜟ◑כ─ _

4 ◄Ⱡꜟ◑כ─ _ ┘

5 ◄Ⱡꜟ◑כ─ _ _

6 ─ ─ ╩ ⇔≡ ↕╣√

7 ─ ●☻

8 ─

─
No. ─

《燃料等使用量監視点》

29

ü 事業所内外に関わらず、再エネ設備からの電気・熱を利用・外部供給等している場合はすべて記載（再エネの種類も含む）

ü

ü 一般送配電事業者の電線路を介して
供給された電気

ü 13A ỈA 都市ガス

再エネの種類を記載する
列を新たに追加

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



● 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法（第三計画期間から変更あり）

30

ü 燃料使用量、電気・熱・ガス使用量（実排出係数使用）、再エネ利用量の3種類の燃料等使用量シートを設定

ü ṕ Ṗ メニューの有無や実排出係数値、再エネ利用割合
等の値を記入

シート名 項 目 概 要 第三計画期間からの変更

ệ

(5)-1 ṕ Ṗ

燃料等使用量を3シートに分
けて、燃料（都市ガス除く）、
電気・熱・都市ガス、再エネの
使用量をそれぞれ記載する

(5)-2 ( Ṗ

(5) -3

Ỉ

(6) Ṩ1

再エネの使用量を集計する
シートを追加

(6)Ṩ2
Å

Å

ṕ Ṗ
ṕ

Ṗ
新設

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



 (5)-1⁷

2 4 ─ A kl 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

5 ─ kl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 ─ ●☻_LPG m3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

⁷⁷ 2025 4 2026 3

4 10 11 12 25 6 7 8 9 1
─

─
⁷⁷

《（5）-1 燃料等使用量》
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ü 化石燃料（都市ガス除く）の使用量のみを記載

ü ṕ Ṗ

ü 第四計画期間からは、気体燃料の単位は「m3」となる（第三計画期間で使用していた「Nm3」ではない）。

実測で把握する場合、特定計量器
でなければ保守的算定として乗率を

かける（変更なし）

気体燃料の単位は「m3」都市ガスを
プルダウンから削除

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



 (5)-2⁷ ( ה ה ●☻

1 ─ ─ ╩ ⇔≡ ↕╣√ ủủ 0.400 20 kWh5,000 4,500

2 ─ ─ ╩ ⇔≡ ↕╣√ ủủ ⱷ♬ꜙכ 0.000 100 kWh1,000 1,000

3 ─ ●☻ ỏỏ●☻ 2.000 0 m3 300 400

4 ─ ẽẽ 0.055 0 GJ 100 200

5 ─ ẼẼ 0.050 0 GJ 1,000 1,200

6 ┼─ ╛ ─ ╠ ⇔√ ─ 0.432 0 kWh 30 30

7 ┼─ ─ ╩ ⇔≡ ↕╣√ 0.320 36 kWh 500 550

ⱷ♬ꜙכ
ⱷ♬ꜙכ

(t-CO2/ )

◄Ⱡ

%

⁷⁷

4 5

●☻ⱷכ

♃ כ

─
─

《（5）-２ 燃料等使用量（電気・熱・都市ガス使用量）》
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ü 電気・都市ガス・熱は、実排出係数の入力が必要（排出係数別に使用量を分ける必要あり）

ü 都市ガス以外の供給会社等（熱の場合は、供給区域）もプルダウンで選択

ü

ü 外部供給や算定除外する電気・熱の量の排出係数・再エネ率は、実態に即した値とする必要がある。このため、メニュー別契約や再
エネの電気・熱が含まれている場合は、それを含めた排出係数・再エネ率を算定する。

算定除外等をする際は、実態
に即した排出係数・再エネ率

を自己算定する必要あり

排出系数の違いに応じて、
行を分ける必要あり

新たな記載項目

供給会社を選択する
（熱については供給区域を選択するが、
区域が無い場合は供給会社を入力）

都が公表する
メニュー名称を記載

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



 (5)-3⁷ ─ ◄Ⱡꜟ◑כ ⅛╠─ ⁸ ─

◄ Ⱡ ─ Ᵽ ▬ ○ ⱴ ☻

_ kWh 100 100

_ ┘ Ᵽ▬○ⱴ☻ MJ 100 100

_ kWh 10,000 10,000

_ ○ⱨ◘▬♩PPA_fl□כ♅ꜗꜟ kWh 10,000 10,000

_ _ ┼─ kWh 30 30

◄ Ⱡ ─

5
◄ Ⱡ

─

⁷⁷

─
⅛╠ ↄ ─

4

《（5）-３ 事業所内外の再生可能エネルギー設備からの電気、熱の利用量》
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ü

ü オフサイトPPAや自己託送で再エネを調達している場合は、「事業所外」の導入方法を選択

ü PPAṕ Ṗ PPA_

ü

ü 環境価値を他人に移転した場合や持続可能性が担保されていることが書面等で確認できないバイオマス燃料を使用している場合に
は、再エネとして価値のない電気・熱を使用していることとなるため、特定温室効果ガス排出量は他人から購入した電気・熱と同等に
評価。該当する場合は、プルダウンから「無」を選択

特定計量での測定対象とする
（検定が無ければ、保守的算定（乗率）となる）

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



（電気）
特定温室効果ガス排出量[t-CO2]＝
バイオマス燃料で発電した電気の自家消費量のうち、持続可能性が担保されていることが確認されたバイオマス燃料以外で発電した量[千kWh]
× 電気の都内平均排出係数

（熱）
特定温室効果ガス排出量[t-CO2]＝
バイオマス燃料で製造した熱の自家消費量のうち、持続可能性が担保されていることが確認されたバイオマス燃料以外で製造した量[GJ]
× 熱の都内平均排出係数

《バイオマスの持続可能性について》

34

ü

ü

ü バイオマス燃料で発電した電気又は熱を自家消費した量のうち、持続可能性（ライフサイクルGHGの最小化や資源の安定
的な確保や調達）が担保されていることが確認された燃料で発電した電気又は熱以外は、環境価値がない電気又は熱として、次の
式により排出量を算定し、特定温室効果ガス排出量の算定に含める

ü 持続可能性の確認方法は、資源エネルギー庁が公表する「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」に準ずる

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



《バイオマスの持続可能性の確認に必要な資料（例）》

35

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について

ü FIT FIP ṕ Ṗ ṕ
Ṗ

ü GHG 2

GHG 
ṕ Ṗ

【持続可能性の証明】

【ライフサイクルGHGの証明】

GHG

Ḳ GHG ṕ Ṗ
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit
_nintei.html



《その６ 燃料等使用量及び特定温室効果ガス排出量等》

36

 (6) 1⁷ ┘ ●☻

 2025
t/GJ, kWh, m3)

kL 0.0190

kL 0.0183

kL 0.0187

kL 0.0186

kL 0.0186

kL 0.0187

kL 0.0188

kL 0.0193

kL 0.0202

kL 0.0199

0.0204

0.0245

● ☻ LPG) 0.0163

● ☻ m
3 0.0144

● ☻ LNG) 0.0139

∕ ─ ● ☻ m3 0.0139

0.0246

◖ כ ◒ ☻ 0.0245

0.0251

0.0243

0.0242

0.0259

0.0299

0.0209

m
3 0.0109

m
3 0.0264

m3 0.0264

m3 0.0420

m
3 900 36,000 2.0000 1,800

36,000 1,800

GJ

GJ

GJ 500 595 28

GJ 2,200 2,618 110

GJ 0

GJ 0.060

GJ

GJ 0.060

2,700 3,213 0.051 138

kWh 10,450 90,288 0.331 3,464

kWh 0

kWh 0.489

kWh 20 346

kWh 0.489

kWh 20

10,470 90,634 0.331 3,464

GJ

kWh -60 0.432 -26

-26

GJ 129,847

kL 5,375

≢ ⇔ √ ◄ Ⱡ

● ☻

⅛ ╠ ↕ ╣ √ ◄ Ⱡ

◖ כ ◒ ☻

● ☻

∕ ─ ─

⅛ ╠ ↕ ╣ √ ◄ Ⱡ

⅛ ╠ ↕ ╣ √ ◄ Ⱡ

⅛ ╠ ↕ ╣ √ ◄ Ⱡ

─

≢ ⇔ √ ◄ Ⱡ

●☻

◖ כ ꜟ ♃ כ ꜟ

▪ ☻ ⱨ □ ꜟ ♩

GJ

● ♁ ꜞ fi

♫ ⱨ ◘

☺ ▼ ♇ ♩

◖ כ ◒ ☻ ⁸ FCC ◖ כ ◒ ☻

ה

● ☻

≢ ⇔ √ ◄ Ⱡ

0.051

3,350

ה ─

   

≢ ⇔ √ ◄ Ⱡ

─ ℮ ∟ ◖ fi ♦ fi ☿ כ ♩ NGL

● ☻

─ ╩ ⇔ ≡ ↕ ╣ √

◄ Ⱡ ─

╠ ⇔ √ ─

╠ ⇔ √ ─

● ☻

● ☻

◖ כ ◒ ☻ ● ☻

PPA fl □ כ ♅ ꜗ ꜟ

 (6) 2⁷ ─ ◄Ⱡꜟ◑כ ⅛╠─ ⁸ ─

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ 0 0

GJ 0 0

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

kWh

kWh 0 1

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh 0 1

kWh 20 173

kWh 20 173

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh 40 346

GJ 347

Ᵽ ▬ ○ ⱴ ☻

○
ⱨ
◘
▬
♩

Ᵽ ▬ ○ ⱴ ☻

┘

○
fi
◘
▬
♩

○ fi ◘ ▬ ♩ PPA fl □ כ ♅ ꜗ ꜟ

Ᵽ ▬ ○ ⱴ ☻

◄ Ⱡ ה ─

○
ⱨ
◘
▬
♩

○ ⱨ ◘ ▬ ♩ PPA fl □ כ ♅ ꜗ ꜟ

Ᵽ ▬ ○ ⱴ ☻

GJ

○
fi
◘
▬
♩

ü 特定温室効果ガス排
出量及び再エネ利用量を自動算定

ü

①その他の燃料を使用

ṕἲ Ṗ

②オフサイトPPA（ヴァーチャル）により環境価値
を取引

（⇒排出係数※を入力）

③小原単位建物の排出量に相当する量を算定
から除外

ṕἲ

Ṗ

※オフサイトPPA（ヴァーチャル）の排出係数は、
事業所で契約している電気の排出係数を入力する。
複数契約している場合は、事業所で入力する排出
係数を選択できる。

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



《再エネ由来証書の記入欄と再エネ利用割合》

37

ü (6)－2 事業所内外の再生可能エネルギー設備からの電気、熱の使用実績のシート内に、再エネ由来の証書利用の状況を記載
する欄と再エネ利用割合の算定表を設置

ü 事業所の排出量削減に使用した再エネ由来証書（グリーン電力・熱証書と非化石証書（FIT、非FIT（再エネ指定）））の利
用量を記載

ü 事業所内で使用している再エネ利用割合（電気、熱、都市ガス、全体、全体（証書除く）の5種類）を自動算定

ü 再エネ利用割合は、地球温暖化対策計画書に転記して公表

kWh 10 86

GJ

kWh 50 432

38%

0%

0%

27%

26%

◄ Ⱡ ─ ◓ ꜞ כ fi

◓ ꜞ כ fi

◄ Ⱡ ꜟ ◑ כ ⌐ ╘ ╢

⌐ ╘ ╢

⌐ ╘ ╢

● ☻ ⌐ ╘ ╢◄ Ⱡ

◄ Ⱡ ꜟ ◑ כ ⌐ ╘ ╢
⅜ ⇔√ ╩ ↄ

CO2換算して、年度排出量から
その量が控除される

年度排出量の控除に使用した
証書は、再エネ利用割合の算定
にも反映

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について



● 再エネ由来証書の利用方法（第四計画期間）

ü再エネ由来の証書利用届（新様式）を計画書と合わせて提出し、 Ṗ

ü 複数の事業所で分割して使用可能ṕ Ṗ

üバイオマスの持続可能性の確認は証書利用にも適用ṕ Ṗ

ü テナント専有部に対して使用した証書についても、当該事業所の年度排出量から
の控除に使用可能

●●●株式会社
▲▲事業所

【非化石証書の「権利確定済残高証明書」のイメージ】

事業所単独で使用する場合

複数の事業所で使用する場合
●●●kWh

【グリーン電力証書のイメージ】 38

１－４．特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について
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排出活動の種類 第三計画期間 第四計画期間

[t -CO2/ ] 0.266 0.251

[t -CO2/ ] 0.400 0.355

ẑ

ẑ 

１－５．その他ガス排出量の算定方法について

● その他ガス排出量（第三計画期間から変更あり）※ その他ガス削減量の取扱いについてはスライド63ｐ参照

ü CO2

ṕCH4 N2O Ṗ
ṕ Ṗ

ü

ṕ Ṗ
ü ṕ ú Ṗ
ü 上下水の排出量算定に使用する排出係数は変更
ü その他の排出量算定に使用する排出係数は、温対法等に

合わせて変更

● 新たに使用量を把握する燃料種等（第三計画期間から変更あり）

ü非化石燃料（水素及びアンモニア）の使用量について、第四計画期間から把握を求める。
ü 事業所で使用した再エネの種類と量について、第四計画期間から

把握を求める
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１－６．基準排出量について

● 基準排出量の算定方法（第三計画期間と同様）

ü

第三計画期間までに基準排出量を算定している事業所は、
現行の基準排出量をそのまま第四計画期間に継続

ü基準排出量の算定方法は、第三計画期間までの算定方法を継続

算定方法

ṕ排出標準原単位は第三計画期間と同じ値を継続Ṗ

（令和６年度（2024年度）から適用）

● 基準排出量の変更要件（第三計画期間と同様）

ü変更要件についても、第三計画期間までの取扱いを継続
ṕ 6Ṿ Ṗ

42



ẑ 1 ễ Ễ

ẑ2 
ẑ3

【算定例１】 【算定例２】

（熱供給事業所の例）

１－６ ．基準排出量について

《「①過去の実績排出量」に基づく方法》

ü Ệ ễ ẑ1

ü ṕ Ṗ
ü ṕ Ṗ

ṕ令和６年度（2024年度）から適用Ṗ

ṕt-CO2Ṗ
Ṭ ( )ú (0.060 t -CO2/GJṖ 43



ẑ 

ẑ 

１－６ ．基準排出量について

《基準排出量の算定に使用する年度排出量の算定方法（参考）》

ü

ü 第三計画期間と同様に電気・熱・都市ガスの排出係数は固定係数で算定

【年度排出量算定との違い（第四計画期間）】

ü 第三計画期間で使用した単位発熱量を使用
ü 第三計画期間で使用した排出係数※を使用
ü ṕ Ṗ排出量を控除している場

合は、控除前の排出量を使用

燃料等使用量
（原油、石炭、熱、電気等）

熱量（GJ) 排出係数
t-CO2/GJ

※燃料等の種類ごとに規定

特定温室効果
ガス排出量
（t-CO2)

単位発熱量等
GJ/単位（t,kWh）

※燃料等の種類ごとに規定

再エネ由来証書
（t-CO2)

第三計画期間の
単位発熱量を使用

第三計画期間の
排出係数を使用

証書量を控除しない
排出量を使用

44



用途区分 排出活動指標［単位］
排出標準原単位

第一計画期間 第二～第四計画期間 単位］

[ ] Ịệ ểỂỂ [kg -CO2/ Ӹ ]

( Ṗ [ ] ỈỂ ỉệ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ễỄỂ
ễỊỂ

( ỈểỂ)
[kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] Ễểệ ỄỈỂ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ểễỂ
ểỈỂ

( ỄỄệ)
[kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ểệỂ ểỊỂ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ệỂ
ỈỂ

( ịệ)
[kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ểệỂ ểỊệ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ỉệ ịỂ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ệỂ
ệệ

( ịỂ)
[kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ỄỂ Ễệ [kg -CO2/ Ӹ ]

[ ] ịệṾ

１－６ ．基準排出量について

《「②排出標準原単位」に基づく方法》

ü 2005 Ṍ2007
ṕ ṕ Ṗú Ṗ

ü ṕ Ṗ

45



ẑ

2015 2016 2017 ～ 2020 2021 2022 2023 2024

事業所分類 特定 特定 指定相当 ～ 指定相当 指定相当/指定 指定 特定 特定

基準排出量 10,000t 10,000t なし ～ なし なし なし 6,000t 6,000t

削減義務率 17％ 17％ なし ～ なし なし なし 8％ 17%

年度実績 6,000t 6,000t 6,000t ～ 6,000t 6,000t 6,000t 6,000t 6,000t

ṕ Ṗ

2015 2016 2017 ～ 2020 2021 2022 2023 2024

事業所分類 特定 特定 指定相当 ～ 指定相当 指定相当/指定 指定 特定 特定

基準排出量 10,000t 10,000t なし ～ なし なし なし 10,000t※ 10,000t

削減義務率 17％ 17％ なし ～ なし なし なし 27％ 27%

年度実績 6,000t 6,000t 6,000t ～ 6,000t 6,000t 6,000t 6,000t 6,000t

ṕ Ṗ
直近の排出実績で基準排出量を算定するため、過去の削減努力が反映できない

１－６ ．基準排出量について

《「③過去の基準排出量」に基づく方法（令和６年度（2024年度）から適用）》

ü ṕ Ṗ ể/2 ṕ
ẑṖ 従前の基準排出量の選択が可能

ü削減義務率は、総量削減義務が継続していた場合の削減義務率となる。
ẑ 

【算定例】
V 2017 2023

46
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16.5
百万t

11.39
百万t

5.9
百万t

2024目標 2030目標※20292026 2027 20282025

第四期削減義務率
50%

基準排出量

Ẏ31% Ẏ64%

ẑ 2030 ṕ0.6 tṖ

第三計画期間 第四計画期間

Ṩể ẑ1 27％ 50％

ṨỄ ẑ2 25％ 48％

ẑ3 25％ 48％

ẑể ṕṨỄ Ṗ
ẑỄ 20Ṿ
ẑễ Ṩể ṨỄ

● 削減義務率の設定（第四計画期間）

ü

「50％」ṕ
Ṗ

１－７．削減義務率について

48



《20%未満を確認する算定期間》 20% ẑ

前年度（2024年度）までに
特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所

Å2022年度から2024年度の３か年度

Å2025 ṕ2024 Ṗ

新たに特定地球温暖化対策
事業所に該当した事業所

Å基準年度の３か年度

Å

ẑ 20Ṿ

１－７ ．削減義務率について

● 削減義務率の緩和措置

ü

【人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設について（第四計画期間も適用）】

ü

削減義務率を２％減少ṕ 50Ṿ/48 Ṿ Ṗ

【電化率20％未満の事業所※について（第四計画期間から新規） 】

ü 電気の原油換算エネルギー使用量の算定期間の平均値が事業所全体の20％未満
削減義務率を３％減少ṕ Ṗ

ẑ 

49
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１－７ ．削減義務率について

《燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気使用の
割合が20％未満である事業所に対する削減義務率の緩和措置
に係る確認書》 （第四計画期間）

ü ṕ2024 Ṗ
令和７年度（2025年度）の地球温暖

化対策計画書と合わせて提出 ṕ遅延不可Ṗ

ü

2022年度から2024年度の３か年度の電気の原油換算エネルギー
使用量の期間平均値が事業所全体の20％未満であること

設備更新計画 設備の電化が困難な理由 ṕ Ṗ

ẑ 20Ṿ

20Ṿ

ẑ 20Ṿ

◄Ⱡꜟ◑כ

─≤⅔╡

─≤⅔╡

─≤⅔╡

ỏ

ỏ

ỏ

⁷ ─ ⅜ ⌂ ┘ ─

⁷ ∆╢

─ ⅜
⌂

─

KL

─

⌐ ╢ ◄Ⱡꜟ◑כ ⌐ ╘╢ ─ ⅜
20 ≢№╢ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ╢

─

1⁷ ─

kWh kWh

KL KL

KL KL

◄Ⱡꜟ◑כ
⌐ ╘╢
─

⅜
≢ ⌂ ™

kWh

KL



主に省エネ対策に関する義務率分を緩和し、再エネ利用等による
削減相当分（14％）について上乗せ

経過措置として2023年度までは
第一期の削減義務率を適用

＋
2024年度は第二期の

削減義務率を適用
＋

第四期は、義務開始5年度目までは
第二期の削減義務率に再エネ利用
等による削減相当分を加えた削減

義務率を適用

経過措置期間として第二期の削減義務率
に再エネ利用等による削減相当分を加えた

削減義務率を適用

【第三計画期間までの固定係数による算出結果】

● 計画期間途中から制度対象となる新規参入事業所の削減義務率の考え方（第四計画期間）

ü ṕ14ṾṖ
ü 経過措置として第四計画期間の4年度目までは第二計画期間の削減義務率に

再エネ利用等による削減相当分を加えた削減義務率を適用
ü 義務開始5年度目までは31％/29％を適用

それ以降は41％/39％を適用

１－７ ．削減義務率について
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【経過措置】
Å 4
ṕ Ḳ31Ṿ / Ḳ29ṾṖ
Å 5 ṕ Ḳ41Ṿ / Ḳ39ṾṖ

● 削減義務率の推移（第四計画期間）

１－７ ．削減義務率について

52

図差替中
（赤字⇒青字へ）

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%27%  / 25% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 50%  / 48%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%8% 6%17 15%41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%8% 6%17 15%31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%8% 6%17 15%31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39% 41%  / 39%

8% 6%17 15%31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39% 41%  / 39%

17 15%31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

31%  / 29% 31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

31%  / 29% 31%  / 29% 41%  / 39%

31%  / 29% 41%  / 39%

41%  / 39%

─

⅛╠─

─

⅛╠─

─

⅛╠─

─

⅛╠─

経過措置
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１－１. 制度概要（スライド4）

１－２. 制度対象となる事業所及び算定対象活動について（スライド8）

１－３. 年度排出量の算定方法について（スライド15）

１－４. 特定温室効果ガス算定報告書の記載方法について（スライド28）

１－５. その他ガス排出量の算定方法について（スライド40）

１－６. 基準排出量について（スライド42）

１－７. 削減義務率について（スライド48）

１－８. トップレベル事業所認定の仕組みについて（スライド54）

１－９. 義務履行手段等について（スライド59）

１－10.特定テナント等事業者の評価制度について（スライド64）

１－11.計画書等における報告・公表内容の拡充について（スライド67）



基本的な考え方
～ゼロエミッション化に

向けた取組の促進～

・ 省エネ対策に加え、再エネ利用も含めたゼロエミッション化への取組等を評価

３つの認定区分

建築物環境計画書制度の評価を活用した認定申請も可

認定による
削減義務率等の取扱い

削減義務率の減少は 廃止 超過削減量の発行上限は撤廃

一定の条件下で削減義務率の減少も可ṕ Ṗ

ṕ Ḳ Gold 3/5 Silver 4/5 Ṗ

申請等の事務手続きの
負担軽減、
認定事業所の公表等

自己評価 第三者検証時の事務手続等の負担を軽減

Silver Gold [新設] Diamond

Silver

70 80 90

ẑ

Ễ Ễ
ṕ Ṗ

Ễ Ể

Ⅳ [新設] ṕ1 ṖⅤ [新設] ṕ2 Ṗ

Ⅰ ṕ15 Ṗ Ⅱ ṕ21 Ṗ Ⅲ ṕ13 Ṗ

ẑṕ Ṗ

ẑ 

１－８．トップレベル事業所認定の仕組みについて

● トップレベル事業所認定の変更事項（第四計画期間）
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１－８ ．トップレベル事業所認定の仕組みについて

● 削減義務率減少の考え方（第四計画期間）

ü 削減義務率の減少措置は原則として廃止
超過削減量の発行上限を撤廃ṕ 60 Ṗ

ü 一定の条件に合致する事業所は削減義務率の減少も可能ṕ 超過削減量の
上限撤廃なしṖ

ṕ Ḳ Gold 3/5 Silver 4/5 Diamond Ṗ

ü 継続して認定を申請する事業所

ü 認定効果が継続する事業所ṕ Ṗ

ü

2022年（令和４年）12月末までに第四計画期間での認定に向けた準備を進めていたことを

確認できる書類を添えて

【削減義務率の減少申請が可能な事業所※（第四計画期間）】

ẑ 削減義務率減少申請
ṕ Ṗ
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１－８ ．トップレベル事業所認定の仕組みについて

● トップレベル事業所認定のメリット（第四計画期間に拡充）

ü東京都のグリーン調達における推奨事項への追加

ṕ6 ṌṖ

ü金融機関等からの認知・評価の向上

CDP

GRESB ṕ ESG )
DBJ Green Building ṕ Ṗ

ü東京都による広報（令和6年度から拡充）

ü認定証・楯、認定ロゴを使用したPR活動

ồớ
56
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¸令和３年度～令和６年度認定事業所の令和７年度適合報告

６月末ṕ電力メニュー利用の場合、 ẑṖ

¸令和７年度認定申請

９月末ṕ電力メニュー利用の場合、 ẑṖ

¸削減義務率減少申請

ễ Ṍ Ỉ 令和７年度の適合報告時まで

ỉ 認定申請時

＜第四計画期間の適合報告、認定申請等のスケジュール＞

2024 2025

２ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

› ⁮(令和６年度実績)

⌡ᾚṰ ᾚ
・令和３~６年度認定事業所

・令和７年度認定申請事業所

１－８ ．トップレベル事業所認定の仕組みについて

※電力メニューを使用している場合は、都が来年３月を目途にご案内する提出期日までに提出・申請
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１－１. 制度概要（スライド4）

１－２. 制度対象となる事業所及び算定対象活動について（スライド8）

１－３. 年度排出量の算定方法について（スライド15）

１－４. 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について（スライド28）

１－５. その他ガス排出量の算定方法について（スライド40）

１－６. 基準排出量について（スライド42）

１－７. 削減義務率について（スライド48）

１－８. トップレベル事業所認定の仕組みについて（スライド54）

１－９. 義務履行手段等について（スライド59）

１－10.特定テナント等事業者の評価制度について（スライド64）

１－11.計画書等における報告・公表内容の拡充について（スライド67）



排出量取引

第三計画期間からのバンキング

ẑ 

【新たな都内中小クレジットの創出方法】

ṕ ệ Ṗ

2030
ṕ

ṕ Ṗ
Ṗ

ṕGJṖ
ṕGJṖ ṕ Ṗ 2030

ṕ Ṗ ṕ- Ṗ

次スライドで詳細説明

１－９．義務履行手段等について

● 排出量取引の対象となるクレジット（第四計画期間）

ü 超過削減量

( )

ü 都内中小クレジットṕ Ṗ

ṕ※クレジット算定方法を変更Ṗ

ü 再エネクレジットṕ Ṗ

ü 都外クレジットṕ Ṗ
・

3

ü 埼玉連携クレジットṕ Ṗ
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ṕ 50Ṿ Ṗ
省エネ対策及び再エネ利用（オンサイト・オフサイト）
ṕ 65％ Ṗ

ṕ+ Ṗ

X%

Y%

0%

50%

A t

B t

C t

C [t] úṕ X/（X＋Y）） [%] 

( ú(65% - ) [t] )

0%

50%

A t

B t

C t

C [t]

( ú(50% - ) [t] )

27%

ẑ
ẑ PPA ṕX%Ṗ
ẑ ṕ3 kW Ṗ ṕX%Ṗ

● 超過削減量の創出方法（第三計画期間から変更あり）

ü 省エネ対策・再エネ利用ṕ Ṗ 省エネ対策・再エネ（オンサイト・オフサイト）による
削減効果ṕ XṖが大きいほど超過削減量が多く創出

ü 排出係数改善及び証書利用 ṕYṖ 算定対象割合に含めない
ü

【第三計画期間】 【第四計画期間】

60

１－９ ．義務履行手段等について

65%



１－９ ．義務履行手段等について
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試算例A：X ＞ Y

10,000 t イメージ図

50%

1,500 t

8,000 t

ṕXṖ 4,800 t（60%）

ṕYṖ 3,200 t（40%）

3,000 t

3,000 t ú60% = 1,800 t
1,800 t > 1,500 t ( )
超過削減量：1,500 t

試算例B：X ＜ Y

10,000 t イメージ図

50%

1,500 t

8,000 t

ṕXṖ 2,000 t（25%）

ṕYṖ 6,000 t（75%）

3,000 t

3,000 t ú25% = 750 t
750 t < 1,500 t ( )
超過削減量：750 t



CO2

CO2

CO2

ṕCH4, N 2O, HFC, PFC, 
SF6, NF 3Ṗ

N2O

【その他ガス削減量の対象範囲】

１－９ ．義務履行手段等について

● その他ガス削減量（第三計画期間から変更あり）

ü CO2
CO2 ṕCH4 N2O HFC PFC SF6
NF3Ṗ

ṕ Ṗ

ü 排出係数が設定されて
ない非化石燃料（水素・アンモニア）についても、 「その他ガス」として
把握・報告を義務付ける

ü

当該超過量を総量削減義務に充当可
能とする仕組みは継続

ü 14 20 ễ

ü 上記に加えて、使用開始時期が平成20年度途中からの事業所は、平成22年度以降から申請前年度のうち
連続する３年度を基準年度とすることができる ṕ算定期間の短縮不可Ṗ

【その他ガス削減量算定に係る変更事項（第四計画期間）】

62

ẑ ỉ 22 3 令和７年９月末日

ẑ ṕ令和6年12月末日Ṗ
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１－１. 制度概要（スライド4）

１－２. 制度対象となる事業所及び算定対象活動について（スライド8）

１－３. 年度排出量の算定方法について（スライド15）

１－４. 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について（スライド28）

１－５. その他ガス排出量の算定方法について（スライド40）

１－６. 基準排出量について（スライド42）

１－７. 削減義務率について（スライド48）

１－８. トップレベル事業所認定の仕組みについて（スライド54）

１－９. 義務履行手段等について（スライド59）

１－10.特定テナント等事業者の評価制度について（スライド64）

１－11.計画書等における報告・公表内容の拡充について（スライド67）



１－10．特定テナント等事業者の評価について

● 特定テナント等事業者の評価（第三計画期間から変更あり）

ü

評価方法の見直しを実施

64

【現行制度の評価の考え方】

ṕ70 Ṗ ṕ30 Ṗ
2

【現行制度の評価区分】

SṌC Ỉ
A

ü ṕ70 Ṗ ṕ30 Ṗ
ü 点検表に再エネ対策を追加し、点数配分を見直す。
ü 実排出係数での排出量算定に合わせて、排出実績の点数配分を見直す。

ü ṕSṌC Ỉ )
ü

点検表の評価点が高い事業所も公表



65

温室効果ガス排出量削減率

0%

０点

40%
45Ṿ

30%
40Ṿ

20%
30Ṿ

10%
20Ṿ

0%
10Ṿ

15点 12点 9点 6点 3点

65%
60%
65Ṿ

55%
60Ṿ

50%
55Ṿ

45%
50Ṿ

30点 27点 24点 21点 18点

ẑ ṕ ỂṾ Ṗ ṕ
Ṗ 1ệ

0%
ỂṾ ṕễ Ṗ

ỂṾṌ40Ṿ 10% 40Ṿ
5Ṿ

3 65Ṿ 30

ü テナント事業者の削減実績をより精緻に評価（削減努力をより点数に反映）する

【テナント点検表の評価点の変更】

テナント点検表

30点⇒25 15点⇒12

40点⇒35 55点⇒48

10 10

10点 ṕ
Ṗ 35点 60 35

25

10点

60

＜配点振り分けの考え方＞

【温室効果ガス排出実績の評価点の変更】

＜配点振り分けの考え方＞

１－10．特定テナント等事業者の評価について
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１－１. 制度概要（スライド4）

１－２. 制度対象となる事業所及び算定対象活動について（スライド8）

１－３. 年度排出量の算定方法について（スライド15）

１－４. 特定温室効果ガス排出量算定報告書の記載方法について（スライド28）

１－５. その他ガス排出量の算定方法について（スライド40）

１－６. 基準排出量について（スライド42）

１－７. 削減義務率について（スライド48）

１－８. トップレベル事業所認定の仕組みについて（スライド54）

１－９. 義務履行手段等について（スライド59）

１－10.特定テナント等事業者の評価制度について（スライド64）

１－11.計画書等における報告・公表内容の拡充について（スライド67）



● 計画書等における報告・公表内容の拡充（第三計画期間から変更あり）

ü床面積当たりのエネルギー消費原単位や再エネ利用に関する目標・利用実績等
ü 事業者としての脱炭素化に

向けた取組等を報告・公表項目に追加
ü 計画書様式内容の項目を見直し（変更・削除など）

１－11．計画書等における報告・公表内容の拡充について

67

【現行の公表内容】 【追加する公表内容】

ṕ Ṗ
ẑ1

ṕ Ṗ

 

Ẇ

Ẇ

Ẇ

 Ẇ

Ẇ Ẇ

 Ẇ Ẇ

ṕ Ṗ Ẏ Ẏ

Ẇ Ẇ

Ẏ Ẏ

Ẇ Ẇ

ṕ Ṗ Ẏ Ẏ

CO2 Ẏ Ẏ

ṕ Ṗ Ẏ Ẏ

Ẇ Ẇ

Ẇ Ẇ

Ẇ Ẇ

Ẇ Ẇ

Ẇ Ẇ

ẆẆ

Ẇ Ẇ

ṧ

Ẇ

ṕ Ṗ

ṕ 25%ẑ2 Ṗ

CO2 ṕ 25%ẑ2 Ṗ

CO2

CO2

ẑểḲ

ẑỄḲ 15Ṿ
ẎḲ
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《地球温暖化対策計画書の追加事項①》

(1)⁷ ═ √╡◄Ⱡꜟ◑כ ─ ┘ ─

 (2)⁷ ◄Ⱡ─ ה ⌐ ∆╢ ╖⌐ ∆╢

(3)⁷ ◄Ⱡꜟ◑כ ┘

2028 2029

═ √╡
◄Ⱡꜟ◑כ MJ/m2 1,333.3 1,266.7 1,200.0

2025 2026 2027

10 kW

1,133.3 1,066.7

═ √ ╡ ◄ Ⱡ ꜟ ◑ כ
─

kW
ה

○fi◘▬♩PPA

10 kW

2028 ─ 2034

10 kW 10

10 kW

10,000 kW10,000 kW

5,000 kW 5,000 kW

Ᵽ▬○ⱴ☻

○ⱨ◘▬♩
PPAה

1,000 MJ/h

2009

2009

2010

2009

2009

2010

2009

2009

2009

2009

延べ床面積当たりのエネルギー使用量
Å 延べ床面積当たりのエネルギー使用量と増減要因

を記載する。
Å CO2

再エネの導入・利用に関する基本方針（継続）
Å

オンサイト・オフサイト再エネの導入状況と目標

Å事業所で利用している再エネ（オンサイト・オフサイ
ト）の現況と将来の導入計画
Å

ṕỄṖ

(3)⁷ ◄Ⱡꜟ◑כ ┘

2009

2010 2014

2025

2015 2019

2020 2024

2025

2009

2010 2014

2015 2019

2020 2024

1,000 MJ/hⱣ▬○ⱴ☻

○ⱨ◘▬♩
PPAה

5,000 kW 5,000 kW

10,000 kW10,000 kW

kW

10 kW 10

10

kW
ה

○fi◘▬♩PPA

10 kW

2025 ─

10 kW

(1)⁷ ═ √╡◄Ⱡꜟ◑כ ─ ┘ ─

 (2)⁷ ◄Ⱡ─ ה ⌐ ∆╢ ╖⌐ ∆╢

(3)⁷ ◄Ⱡꜟ◑כ ┘

2028 2029

═ √╡
◄Ⱡꜟ◑כ MJ/m2 1,333.3 1,266.7 1,200.0

2025 2026 2027

10 kW

1,133.3 1,066.7

═ √ ╡ ◄ Ⱡ ꜟ ◑ כ
─

kW
ה

○fi◘▬♩PPA

10 kW

2028 ─ 2034

10 kW 10

10 kW

10,000 kW10,000 kW

5,000 kW 5,000 kW

Ᵽ▬○ⱴ☻

○ⱨ◘▬♩
PPAה

1,000 MJ/h

2009

2009

2010

2009

2009

2010

2009

2009

2009

2009

１－11．計画書等における報告・公表内容の拡充について
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《地球温暖化対策計画書の追加事項②》

(4)⁷ ∆╢ ה☻●ה ─ ─

(5)⁷◄Ⱡꜟ◑כ ⌐ ╘╢ ◄Ⱡ

(6)⁷ ─ ◄Ⱡ ┘∕─ ─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡

tCO2/ kW

tCO2/

tCO2/GJ

∆╢ ה☻●ה ─

⌐ ╘ ╢

◄Ⱡꜟ◑כ ⌐ ╘╢

⌐ ╘ ╢

№╡ 0.020

● ☻ ⌂⇔ 0.25

№╡ 0.00

ⱷ♬ꜙכ ─

◄Ⱡꜟ◑כ ⌐ ╘╢
⅜ ⇔√ ╩ ↄ

● ☻ ⌐ ╘ ╢

使用している電気・熱・ガスのメニュー契約の有無と排出係数

Å

Å

自動算定する
ṕ実際の数値ではなく概算値Ṗ

エネルギーに占める再エネ利用割合

Å

Å 自動算定する値
Å 再エネ証書を除いた

再エネ利用割合も合わせて記載する。

その他の再エネ利用状況

Å

ṕ地中熱、海水熱、河川水熱 Ṗ

(4)⁷ ≢ ∆╢ ה ה ●☻─ ─

tCO2/ kW

tCO2/

tCO2/GJ

∆╢ ה ה ●☻─

● ☻ №╡0.020

⌂⇔0.25

№╡0.00

ⱷ♬ꜙכ ─

１－ 11 ．計画書等における報告・公表内容の拡充について
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《地球温暖化対策計画書の追加事項③》

(1)⁷◘ⱪꜝ▬♅▼כfi─ ●☻ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡

(2)⁷ ─ ●☻ ─ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡

(3) ╠─ ●☻ ─ ⌐≈™≡

サプライチェーンの排出量削減の取組

Å ṕScope3Ṗ

Å

ṕ 82p Ṗ

他者の排出量削減に貢献する取組

Å

温室効果ガス吸収等の取組

Å

ü 事業者としての排出量削減の取組状況（サプライチェーン排出量の削減、他者排出量の削減、吸収等の取組）

ü

１－ 11 ．計画書等における報告・公表内容の拡充について
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《地球温暖化対策計画書の追加事項④》

環境性能評価・認証の取得状況や今後の取得見込

Å

Å ṕCASBEE LEED ZEB BELS
WELL DBJ Green Building Ṗ

気候変動関連の国際イニシアティブへの取組状況と今後の見込

ÅSBTi CDP RE100

Å

その他の排出量削減に寄与する取組

Å

ü 事業所の評価や選択に寄与する内容として、「環境性能評価・認証取得状況」と「気候変動関連の国際イニシアティブ」を記載できる
欄を追加

(4)⁷ ⌐⅔↑╢ ה ⌐≈™≡

BCASBEE ( )

- ZEB Ready 

─

BELS

ZEB

⌂ ⇔№ ╡

- ἙἙἙ
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１－11．計画書等における報告・公表内容の拡充について



東京都へ提出

【「地球温暖化対策計画書」等の作成】

【事業所による公表】

【「地球温暖化対策計画書」等の審査】 【「地球温暖化対策計画書」等の公表（HP)】

公表

【省エネカルテ・特定テナント
省エネ評価通知書の作成】

事業所へ
フィードバック

連携

済

環境局ウェブサイト
(PDF)

オープンデータカタログサイト デジタルツインプロジェクト

拡充

データ集計

● 目標設定・取組状況等の報告・公表（第三計画期間から変更あり）

ü 報告内容の拡充
排出量削減や再エネ利用状況等 省エネカルテ（建物

の床面積当たりエネルギー消費量の推移等）の情報を掲載予定

ü

ü

ṕ Ṗ
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１－ 11 ．計画書等における報告・公表内容の拡充について



２．オンライン機能の拡大について

73
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（１）オンライン提出可能な事業者の拡大

ü 原則、書類の提出をオンラインでの提出とする。

ü オンライン提出可能な事業者を拡大する。
（特定テナント等事業者や検証機関がシステムにアップロードし、事業所が確認後に都に提出）



75

（１）オンライン提出可能な事業者の拡大

ü排出量取引に関する書類についてもオンライン提出可能となる。

ü指定管理口座名義人や一般管理口座名義人がオンライン提出ができるようになる。
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（２）オンライン提出可能な様式の拡大

ü オンライン提出対象可能な様式を拡大

ü都が発行するシステムログイン用IDによって、オンライン提出可能な様式を設定
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（３）最新情報を反映したダウンロード可能な様式の拡大

ü書類作成の負担軽減のため、地球温暖化対策計画書以外にも、最新情報を反映したダウンロード可能な様式を拡大
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（４）オンラインによる通知

ü東京都から事業者への通知についてもオンラインで通知
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（５）パスワードの発行方法

ü ID・パスワードの新規発行・再発行をオンライン申請可能とする

ü第三計画期間に付与されたID・パスワードは第四計画期間のシステムでもそのまま使用可能



３．その他事項

80



（１）義務対象者について

81

ü

第四計画期間から、”事業活動の用に供する専有部を所有する者”に限るṕ
Ṗ条例改正

ü ”専ら住居の用に供する部分のみを所有する
者”も、「所有事業者等届出書」の提出により、当該事業所の義務対象者となることが可能※

ẑ ṕ Ṗ

ü 東京都に登録されている所有者は、継続して義務対象者として取り扱う
ü ṕ Ṗ ỉ Ệ 「指定地

球温暖化対策事業者変更届出書」※の提出により義務対象者の対象外となることが可能
ẑ

ü

住居の用に供する専有部を所有する者 対象 対象外

● 既存事業所における取扱い（経過措置）

● 制度対象事業所における義務対象者の明確化（第三計画期間から変更あり）



（２）自動車点検表の提出について

82

● 自動車点検表（第三計画期間から変更あり）

ü 自動車点検表の提出を必須とする

ü 記載内容を簡略化 事業所内で保有する自動
車の燃料等使用量、次世代自動車の保有割合、自動車利
用に係る地球温暖化対策の取組状況

ü

ṕ Ṗ 2

ü 他事業者（運送業者等）が使用している自動車の燃料等
使用量の把握に努め、

「サプライチェーンの温室効果ガス排出量の削減に貢献する
取組」の欄に把握状況を記載ṕ 70p Ṗ
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Ṗ

⁷ ─

⁷ ─
 (1)⁷ ≤⌂╢

 (2)⁷ ─ ┘

⁷ ─ ⌐╟╢ ─

⁷ ─ ⌐ ╢ ─ ─

(1) ╩ ╠ ∆╢ ─ ─ ─

(2) ─ ╩ ∆╢ ─ ─ ─

0

0

2025 2026 2027 2028 2029

0 / 24

2029

/
0 / 24 0 / 24 0 / 24 0 / 24

2026 2027 2028

/
0 / 63 0 / 63

2025 2026 2029

0 / 63 0 / 63 0 / 63

2025

0

kWh

Nm3

L

●♁ꜞfi

●☻ LPG

2027 2028

kWh

L

─

─

⁷ ─ │⁸ ╩ ─ ─ ≤∆╢∆═≡─ ⁸
⁸ ╩ ╦∏⁸ ─ ♥♫fi♩ ─ ╙ ╗ ≢∆⁹√∞

⇔⁸ ┘ ≢─╖ ↕╣ ╩ ⇔⌂™ ♫fiⱣכ ⅝ ≢⌂™╙─ ⌐≈™≡
│ ≢∆⁹
⁷ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐ ™ ↕╣╢ ●☻ ⌐≈™≡│ ⌂ ╡ ⇔⁸

┼─ │ ⌐ ╘╢ ⌐╟╡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹

●☻ CNG)

t

L t

t

t

0

0

0

0

═ (

0

ⱪꜝ◓▬fiⱢ▬Ⱪꜞ♇
♪(●♁ꜞfi

L 0 t

Ɫ▬Ⱪꜞ♇♪ ●♁ꜞfi L 0 t

Ɫ▬Ⱪꜞ♇♪ LPG

ⱪꜝ◓▬fiⱢ▬Ⱪ
ꜞ♇♪(

L 0 t

t

L 0 t

Ɫ▬Ⱪꜞ♇♪ L 0 t



４．御質問等をお寄せいただく場合の方法等
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●御質問等をお寄せいただく際には、「共通の書式（質問シート）」を御活用いただき、

「メールでの提出」に御協力をお願い申し上げます。

ṕ Ṗ

「共通の書式（質問シート）」は、こちらのURLからダウンロードしてください。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/faq/question_download/

●皆様からいただいた御質問に対する回答は、対象事業所の全ての皆様と広く共有させていただきたいと考えておりま

す。このため、一般的な御質問等への回答内容は、東京都環境局ホームページ等で、主な質問への回答（ＦＡＱ）と

して掲載させていただく場合がありますので、御理解、御協力をお願い申し上げます。

【送付先】東京都環境局気候変動対策部総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口

Eメール : ondanka31@ml.metro.tokyo.jp （制度全般に関する御質問）

torihiki@ml.metro.tokyo.jp （排出量取引に関する御質問）

（１）御質問等をお寄せいただく場合の方法等

84
ˬ ṑᾯ 東京都環境局https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/

ü説明会の御質問等については、「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口で受付ておりますので、以下に示す方法
にて相談窓口に御連絡ください。

【窓口相談の方法】

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/


（２）アンケート記入のお願い

85

V

V

《１.説明会終了後のアンケート記入のお願い》

ü Ỉṕ2024 Ṗ 11

ü ṕ Ṗ HPṕ URLṖ

《２.今後の制度に関するご案内》

【来場いただいた事業者の方】

V

V

【WEB聴講の事業者の方】

ü

ü ệ

https:// www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/4ki_guidelines /

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/rules/4ki_guidelines/

